
在宅避難者・車中泊避難者の状況把握について

避難生活の環境変化に対応した支援の実施に関する検討会（第３回）
令和５年１０月６日（金）

資料１





ご議論いただきたい事項

◆ 発災直後における、在宅避難者・車中泊避難者の状況把握についてどのように考えるか。
- 物資配布や情報提供を実施するにあたって必要となる在宅避難者・車中泊避難者の避難場所の把握とその
方法、官民の役割分担、それぞれの担い手について

- 災害関連死を防ぐ等の観点での、要配慮者等の状況の把握とその方法、官民の役割分担、それぞれの担い手
について

◆ 収集した情報の集約・活用方法についてどのように考えるか。
-収集すべき避難者の情報について
- 状況把握を実施する場合の対象者や進め方（順位付け）について
-関係者間の情報連携の方策について
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被災者の状況把握の実施体制について
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保健師による被災者支援
○ 発災後の被災地における保健師の役割として、自宅、避難所及び仮設住宅等における健康管理があり、全戸訪問
による被災者の健康課題の把握、健康状態が悪化した被災者への対応、精神的な支援が必要な被災者のアセスメ
ント、こころのケア活動との連携等が挙げられている。

出典：厚生労働省主催「第165回市町村職員を対象とするセミナー」（令和５年2月24日）厚生労働省資料 3



自治体の取組例（人吉市）
○ 人吉市では、令和２年７月豪雨において、保健師による避難所避難者と在宅避難者の状況把握を実施。
○ 在宅避難者については、医療的に配慮を要する方及び70歳以上の方がいる世帯等を対象（計1,102世帯、2,383
人）に、１回目の訪問を実施。１回目の訪問で得られた情報を基に、再度の訪問が必要な方について２回目の訪問
を行った。

○ 泥出しやボランティアによる支援が必要な方についてはボランティアセンターにつないだほか、福祉的支援が必要な方は、
地域包括支援センターにつなぐなど、課題に応じて必要なつなぎを実施。

○ なお、発災後３日目までに地域包括支援センターが利用者の状況把握を終えており、その方は除外して対象を設定。

７月３日 発災

７月６日～
７月29日

訪問１回目実施
・７月６日～
医療的配慮を要する251世帯

・７月10日～
70歳以上の方がいる851 世帯

【活動内容】
・車中泊者の把握
・要配慮者の在宅訪問
・浸水地域の在宅訪問等

７月30日～
８月23日

訪問２回目実施
・高血圧、糖尿病、不眠、認知症、うつ等の
疾患のある人等を中心に２回目の訪問

派遣団体 チーム数 人員
岡山県 ６ 58

北九州市 ３ 28

県外 ７
熊本県 70

熊本市 ７ 204

県内市町村 110

合計 477

○派遣保健師数（延べ）

自治体名 派遣期間 自治体名 派遣期間

岡山県 ７月11日～８月４日 阿蘇市 8月７日～８月23日

北九州市 ７月23日～８月４日 宇城市 ７月27日～８月23日

熊本県 ７月６日～８月４日 上天草市 ７月28日～８月10日

熊本市 ７月６日～８月10日 菊池市 ７月27日～８月23日

○派遣保健師の期間（一部、抜粋）

提供：人吉市からの情報提供及びヒアリングを基に内閣府で作成4



介護事業所・障害福祉サービス等事業者の災害時の対応について
○ 2021年4月の「令和3年度介護報酬改定」により、2024年4月までに、施設系・在宅系を問わず介護事業所では、

BCP（事業継続計画）の策定が義務化。また、全ての障害福祉サービス等事業者についても「令和3年度障害福祉
サービス等報酬改定」によりBCPの策定が義務化。

○ 例えば、災害時に介護サービス事業者に求められる役割としてサービスの継続や利用者の安全確保が挙げられてお
り、通所事業所や訪問事業所においても極力業務を継続できるよう努めることとされている。

出典：厚生労働省老健局「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」（2020）

【平時からの対応】
■ 災害発生時、優先的に安否確認が必要な利用者について、あ
らかじめ検討の上、利用者台帳等において、その情報がわかるよう
にしておくこと。

■ 緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段
（固定電話、携帯電話、メール等）を把握しておくことが望ましい。

■ 平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、
地域の関係機関（行政、自治会、職能・事業所団体等）と良
好な関係を構築する。その上で、災害に伴い発生する、安否確認
やサービス調整等の業務に適切に対応できるよう、他の居宅介護
支援事業所、居宅サービス事業所、地域の関係機関と事前に検
討・調整する。なお、避難先において、薬情報が参照できるよう、
利用者に対し、おくすり手帳の持参指導を行うことが望ましい。

【災害発生時の対応】
■ 災害発生時で、事業が継続できる場合には、可能な範囲で、個別訪問等による早期の状態把握を通じ、居宅サービスの実施状
況の把握を行い、被災生活により状態の悪化が懸念される利用者に対して、必要な支援が提供されるよう、居宅サービス事業所、地
域の関係機関との連絡調整等を行う。

■ 災害発生時で事業が継続できない場合には、他の居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、地域の関係機関と事前に検
討・調整した対応を行う。

自然災害発生に備えた対応・発生時の対応
（居宅介護支援サービス固有事項）自然災害（地震・水害等）BCPのフローチャート
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社会福祉協議会による安否確認の例について

出典：内閣府 「被災者一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな支援（災害ケースマネジメント）
の実施に関する全国講習会 資料４ 全国社会福祉協議会 資料」 抜粋6



要配慮者への対応について
○ 被災した在宅の高齢者、障害者については、災害救助法の適用から概ね３ヶ月以内の間で「被災者高齢者等把
握事業」を活用し、 介護支援専門員等の職能団体から派遣された専門職により、
・避難行動要支援者名簿等に基づく被災した在宅高齢者等への個別訪問による現状把握の実施
・必要に応じた関係支援機関へのつなぎの実施
・個別訪問に基づく専門的な生活支援等の助言の実施

等の事業を実施することが可能。
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情報収集の主体と目的について
避難所 避難所以外

対象：避難所に避難している者
目的：避難所の運営・管理、必要な物資数の把握

対象：避難所に避難している災害時要配慮者
目的：災害時要配慮者への福祉的支援の実施

対象：避難所で物資支援を受ける者
目的：避難所外避難者の把握

保健師 対象：避難所に避難している住民
目的：住民の健康管理

対象：地域住民
（優先順位付けを行って実施する場合がある）

目的：住民の健康管理

介護・
障害福祉サービス

事業者
ー

※指定福祉避難所の運営主体となる場合がある
対象：福祉サービスの利用者
目的：利用者への継続的な福祉支援

社会福祉協議会 －
対象：地域住民

（優先順位付けを行って実施する場合がある）
目的：安否確認

自治会・
自主防災組織

ー
※避難所に避難する場合、当該避難所の運営委員会
の委員となるなど避難所運営に参画する場合がある

対象：自治会内の住民、隣近所
目的：自治会内部の共助による状況把握

NPO・ボランティア
（他の主体が実施しない場合）

対象：避難所内の避難者
目的：支援のニーズの把握

（他の主体が実施しない場合）
対象：在宅避難者等全般
目的：支援ニーズの把握

DWAT

避難所の運営者
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在宅・車中泊で生活する人

平時は福祉サービス
を受けていない
要配慮者

要配慮者以外の者

状況把握の実施体制の整理

平時から福祉サービス
を受けている
要配慮者

アウトリーチによる状況把握

避難所・支援拠点に来訪した際に状況を把握

ICT（アプリ等）を活用した情報発信

担い手
保健師/自助・共助

担い手
福祉事業者/保健師

外部支援
NPO/災害ボランティア

担い手 保健師/職能団体
（高齢者等把握）/共助
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（参考）アプリの活用例（福岡市 ツナガル＋）

出典：福岡市（https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/t_bousai/tsunagaru_plus.html）

■ 平常時には近くの避難所の位置や設備を一覧、地図で表示するほか、避難所へのルートを確認可能。
また、災害時には行きたい避難所の混雑状況を確認でき、避難所内では市や他の利用者との情報共
有が可能。

■ 在宅でも、アプリを通じて市からの物資支援の情報などを入手可能。
■ また、やむを得ない理由で指定避難所には行かず、公園や駐車場などに避難した場合でも、アプリ内
で指定外避難所を作成し、市に避難場所を発信するとともに物資等を求めることが可能。
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収集すべき情報を検討する際の視点について

◇ 発災後は、様々な主体がそれぞれの観点から被災者の情報収集を行っている。

◇ それぞれの主体が独立に情報を収集すると非効率となるため、地域の実情に応じた個々の主体の役
割分担や民間の団体が把握する情報を行政と共有できるようなルールが必要と考えられるがどうか。
また、これを平時から検討することが必要ではないか。

◇ 状況把握は、在宅避難者、車中泊避難者全員を対象とする必要があるが、特に要配慮者について
はアウトリーチにより状況把握を実施することができる体制を検討することが必要ではないか。

◇ アウトリーチを行うリソースが限られる場合もあることから、特に、要配慮者以外の方については、自ら被
災状況や必要な支援物資に関する情報を発信する等の方法による状況把握を検討することが必要では
ないか。
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把握すべき被災者の情報について
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避難所の管理において必要な情報について
○ 取組指針において、避難者の数や状況の把握は、食料の配給等において重要となることから、避難者一人一人に
氏名、生年月日、性別、住所、支援の必要性の有無等を記帳してもらい、避難者名簿を作成することが望ましいとし
ている。

○ このほか、内閣府が開発しているクラウド型被災者支援システムに付随する避難所入退所管理アプリの記入項目に
は、人的被害状況や要配慮者の該当の有無といった避難者の種別、入所日、退所日等が設定されている。

項目の例
・氏名（フリガナ）
・生年月日
・年齢
・男女の別
・郵便番号
・住所
・居所
・入所日
・人的被害状況
・避難理由
・避難者の種別（支援を要する高齢者/乳
幼児/障害の種類・程度/一時退所者/その
他配慮事項/その他健康状態 等）
・避難所外避難者の該当
・退所日
・退去先及び電話番号

【内閣府クラウド型被災者支援システム・避難所入退所管理アプリ】
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医療・保健・福祉分野共通のアセスメント調査票について
○ 令和元年度医療・保健・福祉と防災の連携に関する作業グループにおける議論の取りまとめについて（厚生労働
省大臣官房厚生科学課健康危機管理・災害対策室令和２年５月７日付事務連絡）において、医療・保健・
福祉関係者が分野横断的に被災者の被災状況を直ちに把握し、共有することを目的に作成された被災者に関す
るアセスメント調査票が示されている。

■ 災害発生直後において把握しなけ
ればならない基本的な調査項目とし
て、下記が示されている。
・被災者の住まいの被災状況、
ライフラインの状況
・被災者本人やご家族の被災状況
・避難所の利用の有無

■ これらの基本的な調査項目につい
ては、医療チームや災害時健康危機
管理支援チーム（DHEAT）をはじめ
被災状況を最初に把握する主体が
確認し、そこで得られた情報を保健
チームや福祉チームなど他の専門職
チームと共有することで、被災者に対す
るアセスメントが反復、重複することを
回避できるとされる。
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令和３年８月豪雨の際に大町町で使用した調査票
○ 佐賀県大町町では、令和３年８月豪雨の際に、個別訪問により、在宅避難者の状況把握を実施。
○ 訪問ヒアリングシートの統一化（行政職員・保健師、社協、NPO）を実施し、各セクターと情報共有することで、情
報集約の効率化と住民の負担を軽減。

○ 世帯情報のほか、被害の状況、健康面の課題、罹災証明の申請状況、その他困りごと等を聞き取り項目としている。

提供：大町町15



NPOによる状況把握の例（レスキューストックヤード）
○ 令和元年台風19号の際に、NPO法人レスキューストックヤードは、長野市豊野区で在宅避難者の支援を実施。
○ 世帯情報のほか、住まいの被災状況や健康状態、生活の困りごと、罹災証明の取得状況、その他相談したいこと
などを聞き取りの項目としている。

　 　

　 　 　 　 　 　 　                           　　

　 　　 　 　 　

水道

入浴

トイレ

電気

台所（調理）

洗濯

通勤・通学

買い物

健
康

面接済

面接以外

…以下長野県災害時支援ネットワーク記載･･･

健康 包括

　●各項目について困りごとや心配なことの有無と状況を確認　　

対
応
者

町

　●相談したいことなど

判
定

課題あり 　１身体　　２精神　　３生活　　４住宅　　５申請　　６その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

不在

その他

結
果

そ
の
他

現在の居場所で　□１入れる　　□２入れない　（どうしているか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

り災証明

ボラセン

制
度

□１申請済み　(□未発行　□発行済み（□全壊　□大規模半壊　□半壊　□床下浸水）
□２未申請

□１依頼済み　（□対応済み　□未対応）　□２依頼しない

生
活
に
つ
い
て

□１使える（　　月　　　日〜）　　□２使えない　（どうしているか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□１使える　　□２使えないない　（どうしているか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□１使える（　　月　　　日〜）　　□２使えない　（どうしているか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　 　　　　 　 　　　　

　 　　　 　 　 　　　　
　　　　　　　　　 　 　  　 　　　　　　　　　　　

　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
相談 　　　 ①無　 ②有　（相談先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　

　【備考】

対応完了日結果訪問者名

　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　 　 　　 　 　　　　　　

　 　 　 　

□１困っていない　□２困っている（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□１困っていない　□２困っている（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　 　　　　　　　　  
　 　 　

　　　　　　　　　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□１使える（　　月　　　日〜）　　 □２使えない　（どうしているか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　
　 　　　　　　　　　　　　　　　　

２回目訪問日

面接済

面接以外

ボラ

他

未
定

社協

結果

不在

課題なし

初回訪問日 訪問者名

□１使える　□２使えない　（どうしているか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□１できる　□２できない　（どうしているか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話

　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

調査期間：10月29日〜11月4日 回答者数：110名

　お名前 　様

□１　□２　□３　□４　□５　□６　□７　□８その他（                          　　）

□４妊産婦がいる　□５乳幼児がいる　　□６　外国人がいる　□７　その他

子育て

介護

現在の住まい

復旧状況

世
帯

被害状況

今後の住まい

健
康

住
ま
い
に
つ
い
て

□１木造（□①平屋　□②２階建て以上）　□２鉄筋・鉄骨（　　　　階）　□３マンション（　　　　階）

自治会・町内会名 地図番号 コード番号（運営で記入します）

症状

1今ある症状　□①痛み（膝、腰、他　　　）　□②けが　□③風邪等（熱、だるさ、セキ他　　　　）
　　　　　　　　　 □④不眠　□⑤食欲不振　  □⑦排せつ（□便秘　□その他　　　　　　　　　　　）
2使っていた物□①無　□②有　③□紛失（今後→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
2相談ごと　　　□①無　□②有　（相談先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

１病院　□①通院無　□②通院中　□③通院先被災　□④不明（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
２治療　□①治療無　□②治療中　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
３薬　　 □①薬無      □②薬のんでいる（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

医療

　　　　　　　　　　　　　町住所

□１自宅　□２避難所　□３親戚・知人宅　□４その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

世帯人数

（ページ数－アルファベット－数字）

　－　　　　　－
在宅支援訪問プロジェクト・訪問シート

□１持ち家　□２借家・賃貸　□３親戚・知人宅　□４その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□１床上浸水  □２床下浸水　□３宅地浸水　□４被害なし　　□５その他　（　　　　　　）

□１作業終了　□２作業中　□３作業未着手（依頼済み）　□４作業未着手（未依頼）　□５その他

□１自宅に居住→□①現状のまま　②修理・リフォームを検討　□③その他（　　　　　　　　  ）
□２転居を検討→□①公営住宅に申込む　□②借家　□③親戚・知人宅　□④仮設住宅
　　　　　　　　　 　 □⑤その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□３わからない

□１高齢者のみ　　□２要介護者がいる
□３　障害者がいる（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　）世帯の状況

□１無　□２有（□①困っていない　□②困っている：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□１無　□２有（□①困っていない　□②困っている：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自宅の形態

提供：レスキュー・ストックヤード 16



「災害ケースマネジメント実施の手引き」における発災直後のアウトリーチの位置づけ

○ 「災害ケースマネジメント実施の手引き」において、発災直後の段階においても、「緊急的な対応が必要な者を発見、
把握し、医療や保健、福祉といった必要な支援につなぐ」ためにアウトリーチを行うことが望ましいことを記載している。

出典：内閣府「災害ケースマネジメント実施の手引き」（2023） 17



健康調査における優先順位について
○ 災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）の活動ハンドブックにおいて、在宅避難者への支援についても位置づ
けられており迅速かつ効率的に在宅被災者の健康課題を把握することとされている。

○ 実施にあたっては、必ずしも全戸訪問の必要はなく、被災状況を総合的に判断し実施地域を特定したうえで、要
配慮者のいる世帯から訪問するなど優先順位を決めて実施することとされている。

（８）在宅被災者支援
高齢者、障がい者（児）や乳幼児等の要配慮者だけでなく、犬や猫などのペットを飼養する被災者のなかには、避難所のハード面の問

題や他の避難者との関係などから避難所へ避難しにくく、ライフラインが途絶した中で在宅での避難生活を余儀なくされることも少なくありま
せん。避難所に避難した被災者のみならず、在宅被災者に対しても二次健康被害を防止し、生活が困窮することのないように健康調査を
実施し、支援が必要な者を把握したうえで、保健・医療・福祉サービスや情報を届ける必要があります。在宅被災者に対する健康調査の実
施主体である市町村が、被災状況に応じた調査の実施計画を策定し、迅速に調査を実施できるよう、保健所では以下のポイントを参考に
積極的な助言及び支援を行います。

（b）実施時期および期間、調査実施者の確保
二次健康被害予防の観点から、可能な限り早い時期から実施

することが求められますが、二次災害の危険性がなく調査が安全に
実施できることを確認することも必要です。また、健康調査の結果
をもとに課題を把握し迅速な対応に繋げるためには、できるだけ短
期間で調査を終えるように計画を立てます。 災害の規模にもよりま
すが、過去の災害事例においても調査の多くは保健師等チームを
中心に行っています。実施期間、対象世帯数をもとに全体の調査
実施者数および１日あたりの必要人数を確保します。目的に応じ
た調査票を作成し、調査実施者に対して、目的・対象者・実施体
制・調査手順・調査結果の報告、とりまとめ方法等についてオリエ
ンテーションを行い、十分に周知することが大切です。

（a）健康調査実施目的の明確化、対象者の把握
何を目的に被災者宅を訪問し、健康調査を実施するのかを明

確にし、関係者間で共有します。避難所における二次健康被害予
防活動と同様に、在宅被災者に対しても多職種による支援活動
が必要になります。迅速かつ効率的に在宅被災者の健康課題を
把握するためには、各専門分野が別々に調査を行うのではなく連
携して実施することが大切です。また、必ずしも全戸訪問の必要は
なく、被災状況を総合的に判断し実施地域を特定したうえで、要
配慮者のいる世帯から訪問するなど優先順位を決めて、対象者の
漏れがないよう効果的に実施します。仮設住宅入居後においては、
環境の変化による健康状態の悪化や孤立化を防ぐために、仮設住
宅入居者全員を対象に再度実施する必要があります。
（ｃ）調査結果のとりまとめ、対応策の検討
調査の結果から把握した要配慮者および地域の健康課題などを取りまとめ、関係者が集まって対応策を検討し、必要な支援が実

施できる体制を整えます。

【DHEAT活動バンドブック（第2版）令和５年３月】
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収集すべき情報を検討する際の視点について

◇ 発災直後に収集すべき被災者の情報として、
① 支援が必要な被災者の特定、物資支援等を行うに当たっての必要物資の内容や数量の把握、情報
提供を実施、中長期的な支援の見通しを検討するために必要な情報

② 必要な医療や福祉サービスを提供する等のために必要な情報
が必要と考えられるがどうか。

◇ 収集すべき被災者の情報について、様々な関係者が専門性に関係なく収集できるような工夫が必要では
ないか。

◇ 特に、必要な医療や福祉サービスを提供する等のために必要な情報については、高齢者や障害者等の要
配慮者の方など、当該支援のニーズの高い人から把握していく必要があるが、アウトリーチの実施範囲や優
先順位等をどのように考えるか。

19



被災者の情報の集約について

20



個人情報の基本的な考え方
（行政機関等が個人情報を保有・取得・利用・提供する際に検討を要する主な規律の概要（原則））

○ 行政機関等が個人情報を保有・取得・利用・提供する際には個人情報保護法の以下の規律が適用される。
○ 行政機関等が個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。）の定める所掌事務または業務を遂行する
ために必要な場合に限り、かつ利用目的を適切に特定する必要があり、その特定した利用目的の範囲内で保有個人
情報を利用・提供することが原則である(個人情報保護法第61条第1項、第69条第1項）

• 行政機関等は、法令（条例を含む。）の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、個人情報を保
有することができる。（法第61条第1項）

• 行政機関等は、個人情報の利用目的について、当該個人情報がどのような事務又は業務の用に供され、どのような目的に使われ
るかをできるだけ具体的かつ個別的に特定しなければならない。（法第61条第1項）

• 行政機関等は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。そのため、個人情報が保有
される個人の範囲及び個人情報の内容は、利用目的に照らして必要最小限のものでなければならない。（法第61条第2項）

保有に関する規律

• 行政機関等は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該本人の個人情報を取得するときには、本人が認識
することができる適切な方法により、本人に対し、利用目的をあらかじめ明示しなければならない。（法第62条）

• 行政機関の長等は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。（法
第63条）

• 行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。（法第64条）
• 行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければな

らない。（法第65条）
• 行政機関の長等は、「法令に基づく場合」を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはな

らない。（法第69条第1項）

取得・利用・提供に関する規律
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災害ケースマネジメントで収集する情報について

【日常生活の自立関係】

• 家族の状況（家族構成、健康状態、要支援者の該当
等）

• 健康状況（既往歴・医療機関の受診状況）
• 避難生活における住環境（食事、入浴、トイレ、冷
暖房の有無 等）

• 近隣との関わり方、買い物の交通手段 等
• その他抱える課題について

〇 アウトリーチによる被災者の状況の把握は、災害ケースマネジメントの核となる要素の一つである。支援漏れを防止し、被災者一人ひと
りに寄り添った支援を実施する観点から、適切なアウトリーチが必要である。

〇 発災直後～避難所運営段階におけるアウトリーチは、避難所や在宅等における被災者のうち緊急的な対応が必要な者の発見及び
把握と自立・生活再建に向けた支援情報の提供が中心となる。

〇 避難所閉所検討～応急仮設住宅供与段階におけるアウトリーチは、被災者の自立・生活再建に向け、支援が必要な被災者の洗
い出し、住まいの再建の方向性の大まかな希望の把握（災害公営住宅の必要戸数の推計等）が中心となる。

〇 応急仮設住宅供与以降の段階におけるアウトリーチは、応急仮設入居者や在宅で被災生活を送っている者のうち、支援が必要な者
に対して、継続的に実施する。

〇 また、アウトリーチに加え、相談窓口にくる被災者に対しても、相談事に対応するほか、他に抱える課題がないか被災状況の把握を行
うとともに、支援情報の提供等を行う。

〇 アウトリーチにより医療や福祉サービス等の支援を早急に必要とする被災者を把握した場合は、迅速に適切な支援につなげることが重
要である。

【避難所閉所検討～応急仮設住宅供与段階におけるアウトリーチでの質問項目の例】

訪問時に被災者に確認すべき内容の例は、以下のとおりである。アセスメントを行うことを念頭に「住まい
の再建の実現性関係」と「日常生活の自立関係」の２つの軸で質問項目を設定する。

【住まいの再建の実現性関係】

• 住宅の再建に係る意向（修理、新築・購入、公営住宅、
賃貸住宅 等）

• 罹災証明書の取得状況（全壊、大規模半壊、半壊 等）
• 経済状況等（就労、収入（給与所得、年金等）、資産、
債務 等）

• 住宅再建の進捗状況（見積もりの取得、請負契約の締結
状況 等）
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クラウド型被災者支援システム①

○被災者支援に関する情報を
照会及び登録

○住家の被害認定、罹災証明書
の申請・交付、各種支援制度の
申請・支給状況の記録等を実施

○避難所・避難者の情報を集約
・把握

○避難行動要支援者名簿・
個別避難計画を作成・更新

●各種システム

●住民基本台帳
（住民記録システム等）

情報の一元化・部署間連携

被災者支援システム
（罹災証明書・各種支援制度）

住民情報バックアップ
（住民基本台帳等）各種連携データ

クラウド型
被災者支援システム

市町村 自治体基盤クラウドシステム（BCL）

連携データ
（福祉情報、避難
者、被害認定調査
結果、住家等)

住民情報
（氏名、住所、生
年月日、性別等）

（ぴったりサービス）

他の自治体等（遠隔支援）

○住民情報や福祉情報等
を平時から連携し、避難
行動要支援者名簿の作成、
庁舎被災時の業務継続、
被災者支援等に活用
○被害認定調査や避難者
等の情報も取込可能

システム連携平時利用 災害時利用平時・災害時
利用【凡例】

連携

連動／連携

担

証明書交付センター コンビニ

交付

被

被災者
電子申請

避難行動要支援者
に関する事務

③災害時事務の効率化

④被災者の負担軽減

①情報の連携と活用

○避難所に関する施設や設備に
関する情報を登録

○パソコン、スマートフォン等による罹
災証明書の電子申請

○コンビニで罹災証明書の交付

被災者

被災者

罹災証明書

罹

被

○被災者支援に関する情報を
照会及び登録

住民情報バックアップ
（住民基本台帳等）住民情報バックアップ

連
動

※電子申請やコンビニ交付で役所・役場への
移動や窓口待ち時間等の軽減

被災者支援システム
（被災者台帳）

参考：自治体基盤クラウドシステム（以下、「BCL」という、）について
BCLは、市町村の庁舎内等に設置された住民情報システムの連携用データをBCP（業務継続計
画）対策用としてクラウド上に保管すると共に、連携データから必要な情報を取り出し、コン
ビニ交付サービス等の行政サービスが利用できる市町村専用のクラウドサービスです。
クラウド型被災者支援システムは、BCLの仕組みを利用して構築しているため、住民情報の取
得と罹災証明書のコンビニ交付がシームレスに実現できるようになっています。

調査担当

調

支援担当

支

応援担当

連動

連動

○避難行動要支援者の避難支援、
安否確認

避難行動要支援者
関連システム

避難所関連システム

②平時・災害時事務の効率化

被

応

名簿・計画
担当

要

避難所
担当

避
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クラウド型被災者支援システム②
○ クラウド型被災者支援システムは、避難行動要支援者名簿や個別避難計画の作成、管理にも活用でき、平時か
らの利用が可能。

○ 発災後は、避難所運営からその後の被災者支援まで、被災者台帳の横断的な運用により、同一のデータベースを
用いて支援が可能。

○ 被災者台帳機能では、ユーザー定義台帳機能があり、自治体が自ら記載項目を追加することができ、災害ケースマ
ネジメントを実施するためのツールとしても活用できる。

平 時 発災時 応急期 復旧期

・避難行動要支援者名簿・
個別避難計画等の作成

・避難所の管理
・避難者の管理（入退所等）

・住家の被害認定調査
・罹災証明書の交付
（コンビニ交付）

・各種被災者支援手続（※）

避難行動要支援者名簿
個別避難計画

被災者台帳の作成

迅速・適確な援護実施
（援護の漏れ、

二重支給等の防止）
被災者の負担軽減
（同様の申請等の回避）

関係部署の負担軽減
（関係情報共有による

重複の排除）
見守り・相談支援への活用

適切な避難支援等の実施

＜効 果＞

※被災者生活再建支援金、災害弔慰金、
災害障害見舞金、災害援護資金 等

24



情報の集約を検討する際の視点について

◇ 被災者の個人情報を保護しつつ、被災者の情報を民間団体を含む支援の実施主体で共有し、
自立・生活再建まで継続的に活用するためには、情報収集時の利用目的等を適切に明示する
必要があるが、この利用目的の範囲の設定をどのように示すべきか。
また、自治体が安心して被災者の個人情報の提供を行えるようにするためには、利用目的の
明示以外にどのような工夫が必要と考えられるか。
（例：同意のチェック欄を設ける、事前に個人情報の取扱いに関する協定を締結する等）

◇ 被災者の氏名、所在や家族の状況、生活の課題といった情報は、その後の災害ケースマネジ
メントの実施にあたっても有用である。在宅避難者、車中泊避難者の状況把握を発災直後か
ら実施し、得られた情報を集約したデータベースを作成・活用することで、その後の災害
ケースマネジメント等の被災者支援の取組を円滑に実施することが可能（改めての全数調査
のコストが低減又は不要となる。）となると考えられるが、様々な支援実施主体が作成・活
用するに当たって、どのような支障、課題があると考えられるか。

◇ デジタル技術の活用により、人的なコストの低減を図ることが可能と考えられるが、特に被
災者の情報管理に関して自治体の取組を促進するために、どのような方策が考えられるか。
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